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令和４年度 第８回大和市総合計画審議会 会議録 

 

１ 日 時   令和５年１月１９日（木） １３時３０分～１５時００分 

２ 場 所   市役所本庁舎 ５階 研修室 

３ 出席者   委員１０名（欠席４名） 

対   面：池田、宇佐美、大西、小林、髙尾、中林、山元 

オンライン：川渕、田中（孝）、長谷川 

（委員、敬称略） 

４ 傍聴人   なし 

５ 次 第 

１ 開会 

２ 議題 

（１）健康都市やまと総合計画・前期基本計画の施策評価について 

３ その他 

６ 会議資料 

資料 １   ：令和４年度 施策評価（二次）結果等 
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 【議 事】 

 

事務局 : 議題（１）健康都市やまと総合計画・前期基本計画の施策評価について、

第６回、第７回総合計画審議会における評価の確認について説明する。 

事務局 : 【資料１の２９～４０ページについて説明】 

委員 : 資料１の３０ページ、めざす成果７－１－１「読書をする人が増えてい

る」に関連して、市の図書館等の蔵書数を教えてほしい。 

事務局 : 約６３万冊である。 

委員 : 資料１の２９ページ、めざす成果７－１－１の指標②「市民１人あたり

の年間図書貸出冊数」を増加させることは大切だが、貸出す本の質を高

めることも重要だと考える。雑誌やベストセラーの本だけでなく、古典

や専門的な本なども読んでもらえるよう、コンシェルジュを配置して案

内したり、そういった種類の蔵書数を増やしたりして、本をきっかけに

自分の生き方や考え方を確立できる人が増えてくれば良いと思う。これ

からは貸出す本の質を高める努力が求められる。 

事務局 : めざす成果７－１－１に関する意見として「令和４年度 施策評価（二

次）結果」へ追加する。 

委員 : 資料１の４０ページ、「令和４年度 施策評価（二次）結果」のめざす成

果８－３－１に関する２つ目の意見に「自治体によるイベント等を増や

してシニア世代の新たな居場所を提供する」との記載があるが、これが

自治会の活性化にどのように寄与するのか。 

委員 : 市域全体で共通の趣味を持つ人が集まるイベントなどを市が開催する

ことにより、参加者同士のコミュニティを生み出し、さらに参加者が同

じ地域に住んでいた場合、地域においても新たなコミュニティが形成さ

れることを期待していると思う。 

委員 : 同じく、めざす成果８－３－１に関連する３つ目の意見に「地域住民の

スキルとニーズのマッチングを行った上で自治会への入会を依頼する

（自治会への加入は強制しない）」とあるが、スキルとニーズのマッチ

ングが自治会の入会につながる流れがわかりにくいように思う。 

事務局 : 自治会に加入していない人に対して、ただ加入を勧めるということでは

なく、まずは、地域住民のスキルとニーズを把握し、その後、例えば、

家電を修理できるというスキルを持った人と家電を修理してもらいた

いというニーズのある人をつなげることで、地域住民同士の繋がりを作

ることが自治会への参加を促すことに有効という趣旨である。この点が

わかる表現となるよう修正したい。 

会長 : 続いて、議題（１）健康都市やまと総合計画・前期基本計画の施策評価

について、説明を求める。 

事務局 : 【資料１の１～２８ページについて説明】 

会長 : 資料１の２６ページ、個別目標全体に関する意見の中に「街づくりのた

めに取得したデータ」とあるが、そのデータの具体例がめざす成果６－

２－１の指標②「プロムナードにおける１日あたりの通行者数」なので

あれば、それを明示するように修正してほしい。 

事務局 : 承知した。 
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委員 : 資料１の１０ページ、「令和４年度 施策評価（二次）結果」にあるめざ

す成果３－１－１に関する３つ目の意見に「「キッズハウス」等への呼

称の変更により従来のこども食堂との違いを表現する」とあるが、新た

な概念を取り入れたこども食堂をキッズハウスと定義して、子どもへの

居場所の提供を主な目的とした、こども食堂ではないものになるという

ことを想定しているか。 

事務局 : こども食堂に関する当該意見については、従来のイメージとは異なるこ

ども食堂の周知と理解促進を図るためのひとつの手段として、その呼称

の変更を提案いただいたと理解しており、こども食堂ではなくなるとい

うことではない。 

会長 : この意見に対して、こども食堂に学習支援等を実施してもらうように市

から働きかけていく、また、学習支援等も行うこども食堂への支援を充

実するなど、呼称の変更にあわせ、どのような市の施策が考えられるか。

現状の書きぶりでは、市が行うべき取り組みが表せていないように思

う。 

事務局 : 大和市としては、現在、貧困対策としてではなく、放課後の子どもたち

の様々な居場所の一つとしてこども食堂を捉え、支援している。 

呼称の変更については、新しい機能があるこども食堂に対し、従来の貧

困対策のイメージを払拭し、PR効果を高めることにつながるものと考

える。 

会長 : 既に大和市では「こども食堂」のことを「キッズハウス」と呼んでいる

と思ったが、そうではないことは理解した。提言を読んだ人が誤解しな

いように「キッズハウス（仮）」というような表記にしてもらいたい。 

また、今回、総合計画審議会から呼称の変更のみが提案されたとしてし

まうと、それは議論の一部しか捉えられていない。 

事務局 : 市として、学習支援や人の交流などの実施までを目指し、こども食堂の

支援に取り組んでいくことは、新たなコミュニティ作りにつながるとと

もに、こども食堂の周知と理解促進には呼称の変更も有効であるといっ

た趣旨の意見であることがわかるように当該文章を修正する。 

会長 : 文章の最後に「呼称の変更により従来のこども食堂との違いを表現す

る」とあるが、審議会としては、違いを表現するだけでなく、実際に、

居場所となるように活動しているこども食堂をしっかりと支援しても

らいたいと考えている。既に学習支援等を実施しているこども食堂に対

して、補助金の加算を行っているとのことだが、こども食堂の呼称を変

更するのであれば、実際に新たな取り組みを行うようにしてもらいた

い。 

委員 : 資料１の６ページ、「令和４年度 施策評価（二次）結果」にあるめざす

成果２－１－２に関する３つ目の意見に「障がい福祉施設の開設の許可

は県が行うものの、反対する住民もいることを踏まえ、市としても地域

住民への説明を十分に行うよう、当該事業者に働きかけることが望まし

い」とある。実際には、障害福祉施設の建設に関して近隣住民とトラブ

ルになり、調停を起こしている事例がある。障がい福祉施設の入居者と

近隣住民が地域で共生できることが重要だと思うので、市としても、地

域住民の理解を深めるように取り組んでもらいたい。 
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事務局 : そのような趣旨を含めた意見に修正する。 

会長 : 市は、事業者に働きかけを行うだけでなく、近隣住民と入居者が地域で

融和できるよう住民と事業者の間に入り、共生社会の実現に向けて取り

組んでいくことが望ましい。 

施策評価の対象ではないが、めざす成果２－１－１「高齢の方やその家

族が、不安・負担を取り除くために必要な支援を受けられる」は行政側

から見た成果になっているように思う。他のめざす成果と視点をあわせ

るのであれば、「高齢の方やその家族が、不安・負担のない生活を送っ

ている」というような表現の方が適切と考える。 

事務局 : めざす成果２－１－１の修正について、後期基本計画の策定に向けて検

討したい。 

会長 : 続いて、議題（１）健康都市やまと総合計画・前期基本計画の施策評価

について、提言の鑑（案）の説明を求める。 

事務局 : 【資料１の４１～４２ページについて説明】 

会長 : この鑑文に、資料１の１～４０ページの施策評価（二次）結果を添付し、

審議会からの提言として市長にお渡しする予定である。 

本日ご意見いただいた内容については、事務局で整理したものを私が確

認し、最終的な提言とさせていただいてよろしいか。 

（異議なし） 

他に意見等がないようであれば、本日の議題についてはここで終了とす

る。 

   

以 上  

 


